
 

 

 

 

 

 
山梨労働局は長期療養者の就職支援事業を拡大します 

～令和２年９月２８日から富士吉田市立病院への出張相談を開始します～ 

 

山梨労働局は、平成２８年７月から山梨県立中央病院等において、がんなど長期にわた

る治療等が必要な疾病をもつ求職者に対する就職支援事業を実施しております。 

 今般、当該事業を拡大し郡内地域では初めてとなる、富士吉田市立病院と富士吉田公共

職業安定所が事業実施協定を締結し、令和２年９月２８日（月）から、富士吉田市立病院

への出張職業相談を開始します。 

 

 

【概要】 

１．富士吉田市立病院と「長期療養者就職支援事業実施協定」締結式 

日時：令和２年９月１４日（月）１４：３０～ 

場所：ハローワーク富士吉田 ２階会議室 

 

２．出張職業相談を開始。 

日時：毎月第４月曜日 10:00～12:00（初回は令和２年９月２８日（月）） 

場所：富士吉田市立病院 北別館１階相談室 

 

【出張職業相談の内容】 

各病院への出張相談では、通院中で就職希望の方へ相談を実施しております。 

初回の相談には病院看護師等も同席し、病状や就業上の注意点を医学的見地からア

ドバイスをいただき、それを基にハローワークの職員が具体的な就職実現プランを立

て、職業相談を行います。 

 

【山梨労働局における長期療養者就職支援事業の経緯】 

・平成 28 年 7 月 1 日⇒ハローワーク甲府に「長期療養者職業相談窓口」を設置して、

予約制の職業相談を開始 

・平成 28 年 7 月 7 日⇒山梨県立中央病院とハローワーク甲府が「長期療養者就職支

援事業実施協定」を締結し、出張職業相談を開始 

・平成 29 年 1 月 24 日⇒市立甲府病院とハローワーク甲府が「長期療養者就職支援事

業実施協定」を締結し、出張職業相談を開始 

 

※令和２年９月１４日（月）の事業実施協定締結式の現地取材をお願いいたします。 

 

山 梨 労 働 局 

ハローワーク富士吉田 

令和２年９月９日 発表 
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○ 平成25年度から、ハローワークに専門相談員（就職支援ナビゲーター）を配置し、
がん診療連携拠点病院等と連携したがん患者等に対する就職支援モデル事業を開始。

○ 平成28年度からは、3年間のモデル事業で蓄積した就職支援ノウハウや知見を幅広く共有し、
全国展開。平成29年度からは治療と両立できる求人（両立求人）の確保等を推進。

○ 令和2年度は、連携先拠点病院との相談支援体制のさらなる強化を図る。

就職率 山梨労働局
（令和元年度）
43.7％

連携先拠点病院
（がん診療連携拠点病院等）

長期療養者

相談
相談支援センター

ハローワーク

個々の長期療養者等の希望や治療状況等を

踏まえた職業相談、職業紹介

長期療養者等の希望する労働条件に応じた

求人の開拓、求人条件の緩和指導

長期療養者等の就職後の職場定着の支援

連携先拠点病院等と連携した事業主等向け

セミナー

相談支援センターへの出張相談

労働市場、求人情報等

雇用関係情報の提供

・就職希望者の誘導
・本人の医療関係情報の提供

平成２８年７月７日～ 山梨県立中央病院
平成２９年１月２４日～ 市立甲府病院
令和２年９月１４日～ 富士吉田市立病院
（予定）

○ＭＳＷ・医師・看護師と日常的にコニュミケーションをとり、就労支援への理解促進とともに
信頼関係を構築（※ＭＳＷ：医療ソーシャルワーカー）

○連携先拠点病院側とともに、地域の医療スタッフ・患者等に対する就労支援に係る広報やセミ
ナーを企画、実行

○連携先拠点病院が実施する研修会（医師・ＭＳＷ・看護師等向け）の講師として参加

専任の就職支援ナビゲーターが連携体制を構築

協 定 締 結
本人、相談支援
センター相談員も
交えた相談


